
地情機第 5743 号 

令和７年６月 30 日 

各都道府県情報政策担当部長 様 

各市区町村情報政策担当部長 様 

地方公共団体情報システム機構 

管理部長 

（ 公 印 省 略 ） 

デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システムの標準化・ 

共通化に係る事業）の事務処理要領の一部改正等について（通知） 

平素から当機構の業務運営に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件について、下記のとおり、デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報

システムの標準化・共通化に係る事業）事務処理要領（令和３年８月６日、以下「標準

化・共通化事務処理要領」という。）の一部を改正するとともに、デジタル基盤改革支

援補助金（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業）に関するＱ＆Ａ（以

下「標準化・共通化Ｑ＆Ａ」という。）等を更新しましたので、通知します。

なお、本内容については、総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室とも協議

済であることを申し添えます。 

記 

１ 改正内容 

(1) デジタル基盤改革支援補助金の事業実施期間の延長
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和７年法律第 35 号）における地方公共団体情報システム機構

法（平成 25 年法律第 29号）の改正により、デジタル基盤改革支援基金（以下、「基

金」という。）の設置年限が令和８年３月 31 日から令和 13 年３月 31 日まで延長

（５年間延長）されたことを踏まえ、デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体

情報システムの標準化・共通化に係る事業、以下、「標準化・共通化補助金」とい

う。）の事業の実施期限を令和７年度から令和 12 年度に変更します。 

(2) 標準化・共通化補助金の補助基準額の上限額の変更
国の令和６年度補正予算（令和６年 12 月 17 日予算成立）における基金の増額を

踏まえ、標準化・共通化補助金の補助基準額の上限額（以下「上限額」という。）を

変更します。 

(3) 補助金の申請等事務の効率化
補助金交付事務に係るスケジュールについて、これまで、随時、受け付けていた

交付申請を、いわゆる交付前着手の考え方を明確化した上で、申請受付期間を設け、

原則として、当該期間中に必要な申請を行うように変更します。

(4) ガバメントクラウド利用料等の取扱いの整理
総務省において、標準化・共通化補助金におけるガバメントクラウド利用料及び

接続回線使用料の取扱いが詳細化されたことを踏まえて、申請方法を変更します。 

２ 改正等に伴う令和７年度の標準化・共通化補助金の交付申請 

令和７年度の交付申請については、令和６年 12月４日地情機第 7093 号通知及び令

和７年１月 10 日地情機第 73 号通知で案内したところですが、上記の改正を踏まえ、

申請方法、申請書類等について、令和７年７月中旬を目途に次の内容を案内します。

このため、本通知の日から案内までの間は、申請の受付を一旦停止します。 

・申請受付期間を年２回（第１回：８～９月、第２回：11～12 月）設け、各申請期間



   
につき１回、最大２回の申請を受付けること 

・上限額の変更、配分額の設定、ガバメントクラウド利用料等の取扱い詳細化等に伴

い必要となる変更申請書の提出 

・申請書類の変更及び様式の修正 

 

３ 送付資料 

(1) 標準化・共通化事務処理要領等 

①標準化・共通化事務処理要領（令和７年６月 30 日改正） 

②標準化・共通化事務処理要領別紙１_上限額の算定方法 

③標準化・共通化事務処理要領別紙２_各団体の上限額等（個票） 

④標準化・共通化事務処理要領（新旧対照表） 

※③については、総務省にご協力いただき、各自治体へ都道府県を通じて個別に送

付します。 

(2) 標準化・共通化Ｑ＆Ａ等 

①標準化・共通化Ｑ＆Ａ第７版（令和７年６月 30 日改正） 

②標準化・共通化Ｑ＆Ａ第７版（新旧対照表） 

③標準化・共通化ＦＡＱ（令和７年６月 30 日版） 

 

４ その他 

今回、通知させていただいた資料は、当機構のホームページからもダウンロードす

ることができますので、御活用ください。各自治体で管理されている ID 及びパスワ

ードが必要となります。詳しくは、各自治体の情報システム担当に御確認ください。 

 

以上 

担 当：地方公共団体情報システム機構管理部 

標準化・共通化担当 

申請書類等提出アドレス：clstand@j-lis.go.jp 

質問専用アドレス：clstand-support@j-lis.go.jp 
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 デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業）に関するＱ＆Ａ（第７版）  
新旧対照表 
                     （赤字の部分は改正部分） 

改正後 現行 

令和３年８月６日 

一部改正 令和３年10月６日 

一部改正 令和４年３月９日 

一部改正 令和４年10月７日 

一部改正 令和４年12月26日 

一部改正 令和６年３月５日 

一部改正 令和７年６月30日 

 

デジタル基盤改革支援補助金 

（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事

業）に関するＱ＆Ａ（第７版） 

 

（略） 

 

１．事業の概要 

 

Ｑ１ デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システムの標準化

・共通化（以下「標準化・共通化」という。）に係る事業。以下「本

補助金」という。）の概要はどのようなものか。 

Ａ１ 本補助金は、地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サー

ビス関連技術を活用して提供する標準準拠システム（国が策定する基

準に適合した情報システムをいう。以下同じ。）を利用する形態への

計画的かつ円滑な移行を図るため、特定の基幹業務システム（※）に

関して地方公共団体が行う 

・標準準拠システムへの移行に向けた調査等事業 

令和３年８月６日 

一部改正 令和３年10月６日 

一部改正 令和４年３月９日 

一部改正 令和４年10月７日 

一部改正 令和４年12月26日 

一部改正 令和６年３月５日 

 

 

デジタル基盤改革支援補助金 

（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事

業）に関するＱ＆Ａ（第６版） 

 

（略） 

 

１．事業の概要 

 

Ｑ１ デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システムの標準化

・共通化（以下「標準化・共通化」という。）に係る事業。以下「本

補助金」という。）の概要はどのようなものか。 

Ａ１ 本補助金は、地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サー

ビス関連技術を活用して提供する標準準拠システム（国が策定する基

準に適合した情報システムをいう。以下同じ。）を利用する形態への

計画的かつ円滑な移行を図るため、特定の基幹業務システム（※）に

関して地方公共団体が行う 

・標準準拠システムへの移行に向けた調査等事業 
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・国が整備するガバメントクラウド上でアプリケーション事業者が提供

する標準準拠システムへの移行事業 

に係る取組を支援するものである。 

また、地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年12月改定

・閣議決定。以下「基本方針」という。）において目標時期が令和７年

度とされているが、移行の難易度が極めて高い、事業者のリソースひっ

迫などの事情により、令和８年度以降の移行とならざるを得ないシステ

ム（特定移行支援システム）が存在することを踏まえ、デジタル基盤改

革支援基金（以下「基金」という。）の設置年限が令和12年度末まで延

長されたことから、本補助金は、令和12年度までの取組を支援すること

としている。 

なお、ガバメントクラウド以外の環境（オンプレミスを除く。以下同

じ。）へ移行する場合においては、①ガバメントクラウドと性能面・経

済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニ

タリングを行うこと、②ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラ

ウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能

とすることを条件に、例外的に本補助金の対象とする。 

（※）対象となる基幹業務システムは、地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政

令（令和４年政令第１号）において規定されている以下の20業務に係

るシステムである。児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳（

外国人含む。）、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産

税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、 就学、健康管理、

児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後

期高齢者医療、国民年金 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ２ 令和７年度までに標準準拠システムを導入して、令和８年度以降に

・国が整備するガバメントクラウド上でアプリケーション事業者が提供

する標準準拠システムへの移行事業 

に係る取組を支援するものである。 

また、地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和４年10月７日

閣議決定。以下「基本方針」という。）において目標時期が令和７年度

とされていることを踏まえ、本補助金は、令和７年度までの取組を支援

することとしている。 

なお、ガバメントクラウド以外の環境（オンプレミスを除く。以下同

じ。）へ移行する場合においては、①ガバメントクラウドと性能面・経

済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニ

タリングを行うこと、②ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラ

ウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能

とすることを条件に、例外的に本補助金の対象とする。 

（※）対象となる基幹業務システムは、地方公共団体情報システムの標準

化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政

令（令和４年政令第１号）において規定されている以下の20業務に係

るシステムである。児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳（

外国人含む。）、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産

税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、 就学、健康管理、

児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後

期高齢者医療、国民年金 

（令和４年10月更新） 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 令和７年度までに標準準拠システムを導入して、令和８年度以降に
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ガバメントクラウドに移行する場合は、補助の対象となるか。 

Ａ２ 以前は基金の設置年限が令和７年度までであったことから、令和８

年度以降のガバメントクラウドへの移行に要する経費は本補助金の

対象とならなかったが、基金の設置年限が令和12年度までに延長され

たことから、当該経費は本補助金の対象となりうるものである。ただ

し、ガバメントクラウド上で稼働後の移行作業でデータ移行やテスト

等を実施し、通常の運用時に要する経費とは明確に異なる形でガバク

ラ利用料が発生する場合など、実際の移行作業に要するガバクラ利用

料と整理できる場合については、運用経費と明確に切り分けた上で補

助金の交付申請を行うこと。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ３ 標準準拠システムをオンプレミスで導入する場合のシステム移行経

費について、本補助金の対象となるか。 

Ａ３ オンプレミスで導入する標準準拠システムへの移行に係る経費につ

いては、地方公共団体情報システム機構法（平成25年法律第29号）附

則第９条の２第１項第１号イにおいて、基金による補助金の対象業務

とされている「クラウド・コンピューティング・サービス関連技術（

官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第２条第４項に

規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。

）を活用した情報システムの共同化」に該当しないことから、本補助

金の対象とならない。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ４～Ｑ５ （略） 

 

２．対象システムについて 

 

ガバメントクラウドに移行する場合は、補助の対象となるか。 

Ａ２ 本補助金の交付に当たっては、原則として令和７年度までに、ガバ

メントクラウド上で提供される標準準拠システムに移行することが

前提と考えており、令和７年度までに標準準拠システムを導入した後

、令和８年度以降のガバメントクラウドへの移行に要する経費は、本

補助金の対象とならない。 

（令和６年３月更新） 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 標準準拠システムをオンプレミスで導入する場合のシステム移行経

費について、本補助金の対象となるか。 

Ａ３ オンプレミスで導入する標準準拠システムへの移行に係る経費につ

いては、地方公共団体情報システム機構法（平成25年法律第29号）附

則第９条の２第１項第１号イにおいて、デジタル基盤改革支援基金に

よる補助金の対象業務とされている「クラウド・コンピューティング

・サービス関連技術（官民データ活用推進基本法（平成28年法律第10

3号）第２条第４項に規定するクラウド・コンピューティング・サービ

ス関連技術をいう。）を活用した情報システムの共同化」に該当しな

いことから、本補助金の対象とならない。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ４～Ｑ５ （略） 

 

２．対象システムについて 
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Ｑ１～Ｑ３ （略） 

 

３．自治体クラウド等について 

 

Ｑ１～Ｑ７ （略） 

 

４．申請主体について 

 

Ｑ１～Ｑ４ （略） 

 

５．補助対象経費 

Ｑ１ 補助対象経費や補助対象外経費は、具体的にどのような経費が該当

するか。  

Ａ１ 以下のとおり。 

＜補助対象経費について＞  

Ａ）調査等準備経費 

各府省が作成する標準仕様書等と現行システムに係る仕様との

差異の洗い出し、業務プロセス・他システムへの影響範囲の特定

を行う目的で実施する現行システ ムの実態調査、これらを踏ま

えた標準準拠システムに基づく事務運用等の見直し検討、システ

ム更新時期等を踏まえた移行計画作成等について、円滑な準備を

行うための外部コンサルタント等の活用に要する経費 

Ｂ）文字の標準化・データ移行等に要する経費 

現行システムで使用している外字と行政事務標準文字との同定

作業（文字同定支援ツールの購入を含む。）、ガバメントクラウ

ド又はガバメントクラウド以外の環境へのデータ移行作業（デー

タ移行ツールの購入を含む。）、データクレンジング（データベ

ースの中から移行後のシステムや運用に影響を与える誤りや重

Ｑ１～Ｑ３ （略） 

 

３．自治体クラウド等について 

 

Ｑ１～Ｑ７ （略） 

 

４．申請主体について 

 

Ｑ１～Ｑ４ （略） 

 

５．補助対象経費 

Ｑ１ 補助対象経費や補助対象外経費は、具体的にどのような経費が該当

するか。  

Ａ１ 以下のとおり。 

＜補助対象経費について＞  

Ａ）調査等準備経費 

各府省が作成する標準仕様書等と現行システムに係る仕様との

差異の洗い出し、業務プロセス・他システムへの影響範囲の特定

を行う目的で実施する現行システ ムの実態調査、これらを踏ま

えた標準準拠システムに基づく事務運用等の見直し検討、システ

ム更新時期等を踏まえた移行計画作成等について、円滑な準備を

行うための外部コンサルタント等の活用に要する経費 

Ｂ）文字の標準化・データ移行等に要する経費 

現行システムで使用している外字と行政事務標準文字との同定

作業（文字同定支援ツールの購入を含む。）、ガバメントクラウ

ド又はガバメントクラウド以外の環境へのデータ移行作業（デー

タ移行ツールの購入を含む。）、データクレンジング（データベ

ースの中から移行後のシステムや運用に影響を与える誤りや重
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複を洗い出し、必要に応じてデータを修正すること。）等に要す

る経費 

Ｃ）環境構築に要する経費 

ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上で提

供される標準準拠システムの稼働環境への接続設定、ガバメント

クラウド以外の環境とガバメントクラウドとの接続設定、標準準

拠システムの利用に必要なパラメータ設定など必要な初期設定

作業等に要する経費 

Ｄ）テスト・研修に要する経費 

標準準拠システムに係る一連のテストや操作研修の実施等に要

する経費  

Ｅ）関連システムとの円滑な連携に要する経費 

標準準拠システムと関連システム（標準準拠システムと業務デー

タのＡＰＩ連携等を行うものに限る。）との間の連携プログラム

等の修正、当該関連システムがガバメントクラウド又はガバメン

トクラウド以外の環境上で提供される場合の稼働環境への接続

設定、連携テスト等に要する経費 

Ｆ）契約期間中における既存システムの整理に要する経費 

令和12年度までに標準準拠システムに移行するために必要とな

る現行システムに係る契約期間の変更等を行う場合に不可避的

に発生する追加的な経費（リース残債等） 

 

＜補助対象外経費について＞ 

Ａ）アプリケーション利用料（アプリケーション開発に相当する経費

を含む。）やリース料等の運用経費 

Ｂ）事務運用の見直しに伴うＡＩ・ＲＰＡの導入等に要する経費 

Ｃ）条例・規則等の改正、ＰＩＡ実施に要する経費     

Ｄ）地方公共団体職員に係る人件費（時間外手当を含む。）  

複を洗い出し、必要に応じてデータを修正すること。）等に要す

る経費 

Ｃ）環境構築に要する経費 

ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上で提

供される標準準拠システムの稼働環境への接続設定、ガバメント

クラウド以外の環境とガバメントクラウドとの接続設定、標準準

拠システムの利用に必要なパラメータ設定など必要な初期設定

作業等に要する経費 

Ｄ）テスト・研修に要する経費 

標準準拠システムに係る一連のテストや操作研修の実施等に要

する経費  

Ｅ）関連システムとの円滑な連携に要する経費 

標準準拠システムと関連システム（標準準拠システムと業務デー

タのＡＰＩ連携等を行うものに限る。）との間の連携プログラム

等の修正、当該関連システムがガバメントクラウド又はガバメン

トクラウド以外の環境上で提供される場合の稼働環境への接続

設定、連携テスト等に要する経費 

Ｆ）契約期間中における既存システムの整理に要する経費 

令和７年度までに標準準拠システムに移行するために必要とな

る現行システムに係る契約期間の変更等を行う場合に不可避的

に発生する追加的な経費（リース残債等） 

 

＜補助対象外経費について＞ 

Ａ）アプリケーション利用料（アプリケーション開発に相当する経費

を含む。）やリース料等の運用経費 

Ｂ）事務運用の見直しに伴うＡＩ・ＲＰＡの導入等に要する経費 

Ｃ）条例・規則等の改正、ＰＩＡ実施に要する経費     

Ｄ）地方公共団体職員に係る人件費（時間外手当を含む。）  
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Ｅ）地方公共団体職員に係る旅費 

Ｆ）諸謝金（調査研究等準備経費に含まれるものを除く。） 

Ｇ）一般事務費（通信運搬費、資料等印刷経費等） 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ２、Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４ 標準準拠システムの導入にあわせて、業務改革（ＢＰＲ）を実施し

ようと考えているが、ＢＰＲの実施に係る経費は補助の対象になるか

。 

Ａ４ ガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を視野に、令和

12年度までの移行計画を作成するのにあわせて、標準仕様と現行シス

テムに係る仕様との差異を踏まえた事務運用の見直しを検討する場

合の委託経費等は、本補助金の対象となる。 

ただし、ＢＰＲの実施のためにＡＩやＲＰＡ等を導入する経費等に

ついては、本補助金の対象とならない。 

  （令和７年６月更新） 

 

Ｑ５～Ｑ８ （略） 

 

Ｑ９ システムの更改時期が令和８年度以降のケースで、令和７年度まで

に長期契約を解約して標準準拠システムへ移行しようとする場合、契

約解除に伴う違約金はどこまで補助の対象となるか。 

Ａ９ 現行契約の解約に伴うサーバのリース残債など移行に当たって、不

可避的に発生する経費を対象とし、具体的には、次のとおり。 

・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行に伴

い発生する現行システムに関するサーバのリース残債又は廃棄経

費（地方公共団体がサーバを買い取っている場合） 

Ｅ）地方公共団体職員に係る旅費 

Ｆ）諸謝金（調査研究等準備経費に含まれるものを除く。） 

Ｇ）一般事務費（通信運搬費、資料等印刷経費等） 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ２、Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４ 標準準拠システムの導入にあわせて、業務改革（ＢＰＲ）を実施し

ようと考えているが、ＢＰＲの実施に係る経費は補助の対象になるか

。 

Ａ４ ガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を視野に、令和

７年度までの移行計画を作成するのにあわせて、標準仕様と現行シス

テムに係る仕様との差異を踏まえた事務運用の見直しを検討する場

合の委託経費等は、本補助金の対象となる。 

ただし、ＢＰＲの実施のためにＡＩやＲＰＡ等を導入する経費等に

ついては、本補助金の対象とならない。 

 

 

Ｑ５～Ｑ８ （略） 

 

Ｑ９ システムの更改時期が令和８年度以降のケースで、令和７年度まで

に長期契約を解約して標準準拠システムへ移行しようとする場合、契

約解除に伴う違約金はどこまで補助の対象となるか。 

Ａ９ 現行契約の解約に伴うサーバのリース残債など令和７年度までの

標準準拠システムへの移行に当たって、不可避的に発生する経費を対

象とし、具体的には、次のとおり。 

・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行に伴

い発生する現行システムに関するサーバのリース残債又は廃棄経
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・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行によ

って発生する現行システムの契約解除に伴う違約金等の追加的経

費 

（令和７年６月更新） 

 

 

Ｑ10 事業者と合意した標準準拠システムへの移行見込み時期より前に

現行システムの更改時期を迎えることが見込まれており、現時点では

、これまで同様、複数年に渡る契約を締結せざるを得ないと考えてい

るが、その結果、次回の更改時期が当該移行見込み時期を超えたとし

ても、標準準拠システムへ移行するために当該契約を解約する場合の

リース残債等は、補助の対象となるか。 

Ａ10 現行システムの利用延長を原則とするが、やむを得ず契約更改を行

う必要がある場合においては、①当該契約を移行時に解約する場合の

違約金・リース残債と②移行時までの短期間契約を締結する場合の割

高分の費用を比較することが必要である。比較の結果、安価である方

を補助上限額の範囲内において補助対象とする（補助金の交付申請の

際には、安価であることの疎明資料（現行システム単価・複数年契約

時の単価・短期間契約時の単価の比較表など）の提出を求める。）。 

   なお、令和４年12月26日以前に現行システムの更改を迎えたため、

これまでと同様に複数年に渡る契約を締結したものについて、標準準

拠システムへの移行時に当該契約を途中解約する場合の違約金・リー

ス残債は、従前どおり、短期間契約の割高分の費用と比較することな

く対象となる。 

（令和７年６月更新） 

 

（削る。） 

 

費（地方公共団体がサーバを買い取っている場合）  

・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行によ

って発生する現行システムの契約解除に伴う違約金等の追加的経

費 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ10 事業者による標準準拠システムの提供が始まる前に現行システム

の更改時期を迎えることが見込まれており、現時点では、これまでと

同様の更改により５年間の契約を締結せざるを得ないと考えている

が、その結果次回の更改時期が令和８年度以降となるとしても、標準

準拠システムへ移行するため令和７年度までに当該契約を解約する

場合のリース残債等は、補助の対象となるか。 

Ａ10 現行システムの利用延長を原則とするが、利用延長を検討した上で

、現行システムのＯＳ保守期限満了などの理由により、やむを得ず契

約更改を行う必要がある場合であって、リース残債等が発生しない方

法による契約更改を行うことが困難である場合に限り、移行の目標時

期である令和７年度末までに当該契約を解約する場合のリース残債

等についても、補助上限額の範囲内において補助対象とする（補助金

の交付申請の際には、契約更改が必要な真にやむを得ない理由の疎明

資料（現行システム延長検討記録など）の提出を求める。）。 

（令和４年３月更新） 

 

 

 

 

 

Ｑ11 事業者による標準準拠システムの提供が始まる前に現行システム

の更改時期を迎えることから、非標準準拠システムへの更改を行う必
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Ｑ11 （略） 

 

Ｑ12 ガバメントクラウド先行事業又は早期移行団体検証事業に参加し、

①当該事業終了後引き続き現行システム（非標準準拠システム）をガ

バメントクラウド上で稼働させ、②令和７年度に標準準拠システムに

要がある。その後、標準準拠システムに令和７年12月に移行する場合

、通常の５年契約ではなく、当該期限までの短期間（例えば３年）の

契約を行う予定である。この場合、通常の５年契約の利用料の月単価

よりも短期間契約の利用料の月単価の方が割高となるが、当該利用料

単価の割高分について、令和７年度までに標準準拠システムに移行す

るための不可避的に発生する追加的な経費（補助対象経費Ｆ）として

補助対象となるか。 

Ａ11 現行システムの利用延長を原則とするが、利用延長を検討した上で

、やむを得ず契約更改を行う必要がある場合で、かつ、移行の目標時

期である令和７年度末までに当該契約を解約する場合の違約金・リー

ス残債と短期間契約を締結した場合の割高分の費用を比較して、短期

間契約を締結する場合の方が安価である場合には、短期間契約締結に

おける利用料の割高分の費用については、補助上限額の範囲内におい

て補助対象とする（補助金の交付申請の際には、契約更改が必要な真

にやむを得ない理由の疎明資料（現行システム延長検討記録など）及

び短期間契約の方が安価であることの疎明資料（現行システム単価・

５年契約時の単価・短期間契約時の単価の比較表など）の提出を求め

る。）。なお、交付決定の後に事業に着手することが原則であるが、

本取扱いを定めた令和４年12月26日以前に既に契約した上述の短期

間契約締結における利用料の割高分の費用についても、例外として補

助対象経費となり得る。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ12 （略） 

 

Ｑ13 ガバメントクラウド先行事業又は早期移行団体検証事業に参加し、

①当該事業終了後引き続き現行システム（非標準準拠システム）をガ

バメントクラウド上で稼働させ、②令和７年度に標準準拠システムに
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移行する予定である。 

この場合、①のアプリケーション利用料やガバメントクラウド利用

料、②の移行経費は補助の対象になるか。 

Ａ12 当該事業終了後から標準準拠システムへの移行までの間ガバメン

トクラウド上で稼働させる場合、（①）のアプリケーション利用料に

ついては地方公共団体において負担し、ガバメントクラウド利用料に

ついては、（５．補助対象経費）ＱＡ21に記載のとおり。 

また、標準準拠システムへの移行（②）に係る経費については本補

助金の対象となる。 

なお、ガバメントクラウド利用料については、ガバメントクラウド

の利用に応じて地方公共団体が負担することとしているが、利用料の

負担方法については、地方公共団体が利用に応じて国に支払い、国は

、国及び地方公共団体等の利用料を一括してＣＳＰに支払うこととさ

れている。  

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ13～Ｑ17 （略） 

 

Ｑ18 補助金の交付決定前に着手すること（事前着手）は可能か。 

Ａ18  交付決定前に事業に着手（契約締結）した場合は、補助の対象とな

らない。なお、令和７年度以降の当初申請（過年度において交付申請

を行っていない場合を除く）及び変更申請と契約締結の関係について

は、一連の移行作業が、J-LISへの申請を行う度に、それぞれ別事業と

整理されるものではなく、移行計画に基づいた標準準拠システムへの

移行に係る事業である場合は、いわゆる「交付前着手」にはあたらな

いと考えられる。また、本補助金は年度毎の申請及び交付決定を行っ

ているため、令和６年度以前に実施した補助事業については対象とな

らない。 

移行する予定である。 

この場合、①のアプリケーション利用料やガバメントクラウド利用

料、②の移行経費は補助の対象になるか。 

Ａ13 当該事業終了後から標準準拠システムへの移行までの間ガバメン

トクラウド上で稼働させる場合、（①）のアプリケーション利用料に

ついては地方公共団体において負担し、ガバメントクラウド利用料に

ついては、（５．補助対象経費）ＱＡ22に記載のとおり。 

また、標準準拠システムへの移行（②）に係る経費については本補

助金の対象となる。 

なお、ガバメントクラウド利用料については、ガバメントクラウド

の利用に応じて地方公共団体が負担することとしているが、利用料の

負担方法については、利用料等の見通しの情報や先行事業等での検証

結果などを明らかにした上で、デジタル庁、総務省、財務省、地方公

共団体等が協議して検討を行うとされている。  

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ14～Ｑ18 （略） 

 

Ｑ19 補助金の交付決定前に着手すること（事前着手）は可能か。 

Ａ19  交付決定前に事業に着手（契約締結）した場合は、補助の対象とな

らない。 

（令和６年３月更新） 
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（令和７年６月更新） 

 

Ｑ19、Ｑ20 （略） 

 

Ｑ21  標準準拠システムへ移行を行う際の、本番稼働前のガバメントクラ

ウド利用料及び接続回線使用料について、本補助金の対象となるか。 

Ａ21 ガバメントクラウド利用料及び接続回線使用料について、基本的に

は、運用経費に該当するため本補助金の対象にはならない。ただし、

当該経費が本番稼働前であり、データ移行等のために不可避的に発生

する経費であるなど、運用経費と明確に切り分けられるものとして補

助対象経費Ａ～Ｅの経費として該当する場合は対象となる。 

なお、移行経費に係るガバメントクラウド利用料及び回線使用料に

ついては、以下の内容を踏まえ、運用経費と明確に切り分けること。

その際、「令和７年度における標準準拠システムの利用に伴うガバメ

ントクラウドへの移行状況に係る調査」（令和７年２月18日デ社第81

号）で回答された「業務システムの本番稼働が始まる月」以降は、普

通交付税措置の算定対象となっているため、移行経費に含めないこと

。 

・ 移行作業の開始と本番環境への切替え（本番稼働後は運用経費）

のタイミングについてはシステム単位で判定すること。例えば、あ

るシステムが本番稼働しているにもかかわらず他の全てのシステ

ムが移行完了（本番稼働）するまでの間を「移行作業」と見立てて

、移行経費の対象とするなどの取扱いは不可であり、運用経費が含

まれる懸念がないようにすること。 

・ ガバメントクラウドのアカウントを開設するとガバメントクラウ

ド利用料が発生するが、移行作業に真に必要なリソースをできる限

り必要なタイミングで利用する、実際の移行作業に要する日数や時

間についてできる限り詳細に見積もるなど、効率的な移行作業に努

 

 

Ｑ20、Ｑ21 （略） 

 

Ｑ22 標準準拠システムへ移行を行う際の、本番稼働前のガバメントクラ

ウド利用料及び接続回線使用料について、本補助金の対象となるか。 

Ａ22  ガバメントクラウド利用料及び接続回線使用料について、基本的に

は、運用経費に該当するため本補助金の対象にはならない。ただし、

当該経費が本番稼働前であり、データ移行等のために不可避的に発生

する経費であるなど、運用経費と明確に切り分けられるものとして補

助対象経費Ａ～Ｅの経費として該当する場合は対象となる。 

なお、単に本番稼働前のガバメントクラウド利用料及び回線使用料

について本補助金の対象としているのではなく、標準準拠システムへ

の移行に要する一時経費として補助対象経費Ａ～Ｅに該当しないガ

バメントクラウド利用料及び回線使用料は、本番稼働前であろうと本

補助金の対象とはならない。 

（令和６年３月更新） 
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めること。例えば、本番環境における繁忙期を想定し、アカウント

開設時から休日等の区分なく継続すると、不必要なガバメントクラ

ウド利用料が発生する懸念があるため、事業者とよく調整すること

。 

・ また、回線使用料については、上記の移行経費として認められる

ガバメントクラウド利用料に係るものを、移行経費として補助対象

とする。その際は、適切に月額の回線使用料を按分するなどして算

定すること。 

・ 移行経費に含まれるガバメントクラウド利用料と回線使用料につ

いては、以上の通りであるが、他の移行経費と同じく、重回帰分析

等を行った上で各地方公共団体ごとに設定される上限額に含まれ

るものであり、効率的な執行に努めること。  

（令和７年６月更新） 

 

６．補助額 

 

Ｑ１ （略） 

 

Ｑ２ 補助基準額の上限額とは、単年度当たりか、各年度の合計か。 

Ａ２ 補助基準額の上限額として示しているのは、１地方公共団体当た

りの令和12年度までの補助金の合計の金額である。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４ 補助金の適切な活用にあたって、留意すべき事項はあるか。 

Ａ４ 手順書を参照しながら標準化・共通化にあたって必要な手続や機能

を精査した上で、移行完了までの事業計画書を作成・提出していただ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．補助額 

 

Ｑ１ （略） 

 

Ｑ２ 補助基準額の上限額とは、単年度当たりか、各年度の合計か。 

Ａ２ 補助基準額の上限額として示しているのは、１地方公共団体当た

りの令和７年度までの補助金の合計の金額である。 

 

 

Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４ 補助金の適切な活用にあたって、留意すべき事項はあるか。 

Ａ４ 手順書を参照しながら標準化・共通化にあたって必要な手続や機能

を精査した上で、令和７年度までの事業計画書を作成・提出していた
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きたい。また、補助金申請に係る所要額については、複数ベンダから

見積りを徴取する、ベンダの見積り額の精査にあたって見積金額の妥

当性を確認できるよう作業内容、職種、工程、工数、単価等の積算内

訳を明確化する等により、経費の妥当性を判断していただきたい。 

  （令和７年６月更新） 

 

Ｑ５ （略） 

 

Ｑ６ 令和８年度以降に移行する特定移行支援システムに対する補助金

はどのように考えているのか。 

 

Ａ６ 基金の年限延長に伴い、令和８年度以降の移行経費についても、上

限額の範囲内で支援を行う。その上で、なお必要となる経費について

は、今後、効率的な執行を踏まえつつ、財政措置を含め、総合的に検

討を行う。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ７、Ｑ８ （略） 

 

７．手続 

 

Ｑ１、Ｑ２ （略） 

 

Ｑ３  申請可能期間についての考え方はどのようなものか。 

Ａ３ 交付申請に係るスケジュールについては、これまでは随時申請を受

け付けていたが、新たに申請受付期間を設けることとする。 

令和７年度以降は、多くの地方公共団体において移行作業が本格化

するところ、補助金の交付事務についてもできる限りの効率化を行い

だきたい。また、補助金申請に係る所要額については、複数ベンダか

ら見積りを徴取する、ベンダの見積り額の精査にあたって見積金額の

妥当性を確認できるよう作業内容、職種、工程、工数、単価等の積算

内訳を明確化する等により、経費の妥当性を判断していただきたい。 

  

 

Ｑ５ （略） 

 

Ｑ６ 補助金に係る基金の設置年限は令和７年度末までとなっているが、

令和８年度以降に移行する移行困難システムに対する補助金はどの

ように考えているのか。 

Ａ６  令和７年度末までの移行期限に間に合わない移行困難システムに

ついて、デジタル庁及び総務省が実施する調査の内容も踏まえて、

対応を検討する予定。 

（令和６年３月更新） 

 

 

Ｑ７、Ｑ８ （略） 

 

７．手続 

 

Ｑ１、Ｑ２ （略） 

 

Ｑ３ いつでも申請できるのか。 

Ａ３ 交付申請に係るスケジュールについては、毎年度通知する予定で

ある。 

（令和４年３月更新） 
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、移行作業に注力できる環境を整備する必要がある。そのため、従来

、変更承認申請を随時、複数回受け付けていたが、いわゆる交付前着

手の考え方を明確化した上で、申請受付期間を設け、原則として、各

地方公共団体は当該期間中に必要な申請を行うこととした。 

また、上記を踏まえ、申請受付期間中における交付申請は、原則と

して１回とするため、補助対象経費に該当するか否かについては、他

のＱＡ等を確認いただくとともに、疑義がある場合はＰＭＯツールで

確認するなど必要な確認等を行った上で、適切に申請書類等を準備い

ただきたい。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ４～Ｑ６ （略） 

 

Ｑ７ 基金の設置年限までに、標準準拠システムやガバメントクラウド

への移行ができなかった場合には補助金の返還は必要か。 

Ａ７ 基金については、特定移行支援システムが存在することを踏まえ

、その設置年限が令和12年度までとされたところであり、移行スケ

ジュールに沿って計画的に取組を進めていただきたい。 

（令和７年６月更新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４～Ｑ６ （略） 

 

Ｑ７ 令和７年度までに、標準準拠システムやガバメントクラウドへの

移行ができなかった場合には補助金の返還は必要か。 

 

Ａ７ 本補助金は、令和７年度までに、地方公共団体が、原則としてガバ

メントクラウド上で提供される標準準拠システムへ移行するための

取組を支援するものであり、移行スケジュールに沿って計画的に取組

を進めていただきたい。 

なお、一部のシステムが移行困難システムに該当し、令和８年度以

降に移行することとなった場合であっても、当該システムに交付した

本補助金及び当該自治体において令和７年度までに標準準拠システ

ムに移行した他のシステムに係る本補助金の返還を求めることは想

定していない。 

（仮に、正当な理由なく令和７年度までの移行ができなかった場合に

は、交付決定の取消しや補助金の返還等が必要となる場合がある。） 

（令和６年３月更新） 
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Ｑ８、Ｑ９ （略） 

 

Ｑ10 令和８年度以降の移行とならざるを得ない特定移行支援システム

に係る補助金申請はどのように行えば良いか。 

Ａ10 特定移行支援システムに係る補助対象経費についても、これまで

どおり申請いただきたい。 

（令和７年６月更新） 

 

 

 

 

Ｑ11 補助金の上限額を超えているため、交付申請を行わず、契約締結し

た事業について、補助金の上限額が増額されたことにより、当該事業

についての補助金申請は可能か。 

Ａ11 原則として契約締結後の補助金申請は認められない。 

   ただし、令和７年度以降の申請については、既に交付決定額が補助

上限額に達していたために、補助金申請を行っていない事業に限り、

補助金申請を行うことは可能である。なお、本補助金は年度毎の申請

及び交付決定を行っているため、令和６年度以前に実施した補助事業

については対象とならない。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ８、Ｑ９ （略） 

 

Ｑ10 令和７年度の移行期限に間に合わない移行困難システムに係る補

助金申請はどのように行えば良いか。 

Ａ10 デジタル基盤改革支援基金の設置期限は令和７年度末であるが、移

行困難システムについても令和７年度末までに係る補助対象経費は、

これまでどおり申請いただきたい。 

なお、移行困難システムについて、デジタル庁及び総務省が実施す

る調査の内容も踏まえて、対応を検討する予定。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ11 補助金の上限額を超えているため、交付申請を行わず、契約締結

した事業について、補助金の上限額が増額されたことにより、当該

事業についての補助金申請は可能か。 

Ａ11 原則として契約締結後の補助金申請は認められない。 

   ただし、既に交付決定額が補助上限額に達していたために、補助

金申請を行っていない事業に限り、補助金申請を行うことは可能で

ある。 

（令和６年３月更新） 
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１．事業の概要 

令和３年８月６日

一部改正 令和３年10月６日

一部改正 令和４年３月９日

一部改正 令和４年10月７日

一部改正 令和４年12月26日

一部改正 令和６年３月５日 

一部改正 令和７年６月30日 

 

デジタル基盤改革支援補助金 

（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業）

に関するＱ＆Ａ（第７版） 

 

※ このＱ＆Ａは、今後、必要に応じ、順次更新を行っていきます。最新版を参照する

ようにしてください。 

※ なお、本内容については、総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室とも協

議済です。 

 

 

Ｑ１ デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システムの標準化・共通化（以下 

「標準化・共通化」という。）に係る事業。以下「本補助金」という。）の概要は

どのようなものか。 

Ａ１ 本補助金は、地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サービス関連技術

を活用して提供する標準準拠システム（国が策定する基準に適合した情報システム

をいう。以下同じ。）を利用する形態への計画的かつ円滑な移行を図るため、特定の

基幹業務システム（※）に関して地方公共団体が行う 

・標準準拠システムへの移行に向けた調査等事業 

・国が整備するガバメントクラウド上でアプリケーション事業者が提供する標準準

拠システムへの移行事業 

に係る取組を支援するものである。 

また、地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年12月改定・閣議決定。

以下「基本方針」という。）において目標時期が令和７年度とされているが、移行

の難易度が極めて高い、事業者のリソースひっ迫などの事情により、令和８年度以

降の移行とならざるを得ないシステム（特定移行支援システム）が存在することを

踏まえ、デジタル基盤改革支援基金（以下「基金」という。）の設置年限が令和12

年度末まで延長されたことから、本補助金は、令和12年度までの取組を支援するこ

ととしている。 

なお、ガバメントクラウド以外の環境（オンプレミスを除く。以下同じ。）へ移

行する場合においては、①ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に
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比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと、②ガバメン

トクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデー

タを連携させることを可能とすることを条件に、例外的に本補助金の対象とする。 

（※）対象となる基幹業務システムは、地方公共団体情報システムの標準化に関す

る法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和４年政令第

１号）において規定されている以下の20業務に係るシステムである。児童手当、

子ども・子育て支援、住民基本台帳（外国人含む。）、戸籍の附票、印鑑登録、

選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、 

就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保

険、後期高齢者医療、国民年金 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ２ 令和７年度までに標準準拠システムを導入して、令和８年度以降にガバメントク

ラウドに移行する場合は、補助の対象となるか。 

Ａ２ 以前は基金の設置年限が令和７年度までであったことから、令和８年度以降のガ

バメントクラウドへの移行に要する経費は本補助金の対象とならなかったが、基金

の設置年限が令和12年度までに延長されたことから、当該経費は本補助金の対象と

なりうるものである。ただし、ガバメントクラウド上で稼働後の移行作業でデータ

移行やテスト等を実施し、通常の運用時に要する経費とは明確に異なる形でガバク

ラ利用料が発生する場合など、実際の移行作業に要するガバクラ利用料と整理でき

る場合については、運用経費と明確に切り分けた上で補助金の交付申請を行うこと。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ３ 標準準拠システムをオンプレミスで導入する場合のシステム移行経費について、

本補助金の対象となるか。 

Ａ３ オンプレミスで導入する標準準拠システムへの移行に係る経費については、地方   

公共団体情報システム機構法（平成25年法律第29号）附則第９条の２第１項第１号

イにおいて、基金による補助金の対象業務とされている「クラウド・コンピューテ

ィング・サービス関連技術（官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）

第２条第４項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をい

う。）を活用した情報システムの共同化」に該当しないことから、本補助金の対象

とならない。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ４ 標準化対象20業務のうち、１業務でもオンプレミスで整備した場合、20業務分全

てについて、本補助金の対象外になるのか。 

Ａ４ オンプレミス環境で構築したシステムへの移行に係る経費については本補助金の

対象外となるところ、これをもって当該システム以外の標準化事業全体に係る経費

が本補助金の対象外となることは想定していない。 
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２．対象システムについて 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ５ 「国が策定する基準」とは何か。いつ頃示される予定か。 

Ａ５ 各省庁において、標準化対象20業務の標準仕様書、デジタル庁において、地方公

共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書等、共通事項に関する標準仕

様書が公表されているところ。 

これらの標準仕様書を基礎として、今後、「地方公共団体情報システムの標準化

に関する法律」（令和３年法律第40号。以下「標準化法」という。）に規定する標

準化基準（省令）を策定する予定である。なお、省令制定時期については、今後調

整していく。 

（令和６年３月更新） 

 

 

Ｑ１ 今後新たに標準化の対象システムが追加される場合、戸籍・戸籍の附票・印鑑登

録の３業務が追加された際と同様、補助対象に追加されるのか。また、上限額が増

額されるのか。 

Ａ１ 今後の補助金の取扱いについては未定。 

（令和４年３月更新） 

 

Ｑ２ 地方公共団体が条例・規則等により独自に実施している業務に係るシステムは補

助の対象となるか。 

Ａ２ 地方公共団体独自の業務に係るシステムのうち、各標準仕様書において標準化対

象事務と位置づけられ、パラメータ処理等により標準準拠システムの一部とされた

ものについては、標準準拠システムとして補助対象となる。それ以外の地方公共団

体独自の業務に係るシステムは、標準仕様がないため基準への適合は要しないが、

住民記録や税などの標準化対象システムとシステム連携している場合には、標準準

拠システムへの移行に伴い独自業務に係るシステムとの連携プログラムに必要な修

正が生ずることが見込まれ、当該連携に要する経費については本補助金の対象とな

るものと考えている。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ３ 地方公共団体の独自の業務について、標準化対象となる基幹系システムと連携し

ているものも多いが、これらの独自システムについてガバメントクラウドを活用し

て利用することも可能か。その場合のガバメントクラウドへの移行経費は補助の対

象となるか。 

Ａ３ 地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】 

（令和４年10月）によれば、ガバメントクラウドに構築可能なシステムは、「標準

準拠システム」及び「関連システム」であり、「関連システム」として、標準準拠

システムと業務データのＡＰＩ連携等を行うシステムの他、標準準拠システムと同
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じくガバメントクラウドに構築することが効率的であると地方公共団体が判断する

システムについて広く対象とすることとされている。 

関連システムのうち、標準準拠システムと業務データのＡＰＩ連携等を行うシ

ステムについては、当該システムのガバメントクラウドの活用有無にかかわらず、

標準準拠システムとの円滑な連携に要する経費として本補助金の対象となる。 

（令和４年10月更新） 

 

 

 

Ｑ１ ガバメントクラウドを活用せず、自治体クラウドなどガバメントクラウド以外の

クラウドを活用して標準準拠システムへの移行を行う場合も補助の対象となるか。 

Ａ１ ガバメントクラウドを活用する場合には、最新のセキュリティ対策、コストの低

減等が実現されるほか、全国的な新しいサービスの早期提供等についても期待でき

るところであり、本補助金の交付に当たっては、ガバメントクラウドの活用を前提

としている。 

基本方針では、標準準拠システムの利用において、ガバメントクラウドの利用を

第一に検討すべきであるが、ガバメントクラウドと比較して、当該自治体クラウド

等の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断する場

合には、標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境で導入することを妨げ

ないとされていることから、①ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量

的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと、②ガバ

メントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要な

データを連携させることを可能とすることを条件に、例外的に、ガバメントクラウ

ド以外の環境へのシステム移行経費も補助対象となる。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ２ ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果とは具体的

にどのような比較を行うことか。 

Ａ２ ガバメントクラウドの利用は努力義務とされており、ガバメントクラウドの利用

を第一に検討すべきところ、その上でガバメントクラウド以外の環境を利用するこ

とについては、当該地方公共団体として説明責任を果たす観点から、各地方公共団

体において判断されることが望ましいと考える。例えば、標準準拠システムが非機

能要件の標準を満たしうる環境であること、ガバメントクラウドの要件に示されて

いる２つの要件（「データセンタの物理的所在地を日本国内とし、情報資産につい

て、合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないこと。」、「一切の紛争は、

日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであるこ

と。」）を満たす環境であること、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、

必要なデータ連携を行えることなど、性能面でガバメントクラウドと同様であるこ

とを示すとともに、先行事業における投資対効果の分析と同様の項目による経済合

理性の提示を求める。 

３．自治体クラウド等について 
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（令和６年３月更新） 

 

Ｑ３ 公表とは誰に対して公表するのか。また、モニタリングの期間は、どの程度を想

定しているのか。 

Ａ３ 説明責任を果たす観点から、ホームページ等で広く結果を公表することを要件と

する。モニタリングについては、一般的なシステム更新期間が５年間であることか 

ら、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）の趣

旨も踏まえ、５年間程度の継続的な実績の公表を想定している。 

なお、補助金の申請時には、公表やモニタリングの実施に向けた取組等に関する

疎明資料の提出を求める。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ４ 比較結果、モニタリング結果の妥当性は誰が判定するのか。また、変更は認めら

れるのか。 

Ａ４ ガバメントクラウド以外の環境との比較結果及びモニタリング結果の妥当性につ

いての説明責任は、地方公共団体が有するものと考えている。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ５ 「ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と連携させることを可能とするこ

と」とはどのような状態を実現すればいいのか。 

Ａ５ ガバメントクラウド上のシステムと情報連携できるよう実装することが必要とな

る。具体的には、ガバメントクラウド上の標準準拠システムやＶＲＳのように国が

構築し、地方公共団体の基幹業務システムとデータ連携することを想定したシステ

ムに対してガバメントクラウド以外の標準準拠システムから情報連携可能なように、

ガバメントクラウド以外の環境とネットワーク接続することなどが想定される。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ６ 「ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と連携させることを可能とするこ

と」とはシステムとネットワークを維持しなければならないのか。 

Ａ６ 補助金の申請に当たっては、例えば連携させる際の手法・連携までのスケジュー

ル等を記した計画書など、ガバメントクラウドの標準準拠システム等（国が立ち上

げるＶＲＳ等のような緊急サービスを含む。）とデータ要件・連携要件に従って遅

滞なく連携させることに対応する旨の疎明資料の提出を求める。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ７ 既に自治体クラウドを実施している地方公共団体は、今後、標準化・共通化をど

のように進めていくべきか。 

Ａ７ 現在、自治体クラウドを実施している団体は、共同調達による契約事務等の負担
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軽減など、その枠組みのもたらすメリットを標準化・共通化においても生かすこと

が期待されるところであり、ガバメントクラウドの利用を第一に検討すべきである

が、ガバメントクラウドと比較して、当該自治体クラウドの方が、性能面や経済合

理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断する場合には、標準準拠システム

をガバメントクラウド以外の環境で導入することを妨げない。 

（令和４年10月更新） 

 

 

 

Ｑ１ 都道府県も申請主体となることができるか。 

Ａ１ 標準化の対象である20業務のうち生活保護及び児童扶養手当については、生活保 

護システム標準仕様書【第1.0版】及び児童扶養手当システム標準仕様書【第1.0版】

において、都道府県が処理する事務に係るシステムについても、標準化対象とされた

ことから、都道府県においても、これらのシステムについて、令和７年度までに標準

準拠システムヘの移行を目指すこととなったことを踏まえ、今般、これらのシステム

に係るガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境へのシステム移行経費

に関する上限額を別紙のとおり定めた。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ２ 標準化対象事務について、市町村（特別区を含む。以下同じ。）間で広域連合や

一部事務組合（以下「広域連合等」という。）を設置して共同処理し、システムも

広域連合等において調達・運用しているが、広域連合等が申請主体となることがで

きるか。 

Ａ２ 広域連合等において標準化対象事務を共同処理している場合には、当該事務処理

に要する経費は構成市町村からの負担金を収入に充てていると考えられ、標準準拠

システムへの移行に要する経費に係る負担金相当額について、本補助金の対象とな

ると考えている。 

したがって、申請者としては市町村で統一している。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ３ 近隣又は遠隔地の市町村との間でシステムの共同利用を実施している場合、本補

助金の申請主体は誰か。 

Ａ３ 複数市町村でシステムの共同利用を実施している場合、各市町村がそれぞれ負担

する一時経費（導入経費）について、各市町村が申請主体となる。 

 

Ｑ４ 各市町村が計画的かつ円滑に移行することができるよう、都道府県において、複

数の市町村からの要請を受けて移行計画の策定等をまとめて行ったり、市町村の移

行計画策定等の支援を実施したいと考えているが、当該支援経費について、都道府

県が「調査研究等準備経費」を申請することは可能か。 

４．申請主体について 
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５．補助対象経費 

Ａ４ 各市町村の現行システムの分析や分析結果を踏まえた事務運用等の検討、移行計画

の策定等にあたって、都道府県が全体の進行管理役を担い人材支援等を行ったり、都

道府県が一括して委託契約を締結し、受託事業者が対象市町村の現行システムの分析

等を行ったりすることも考えられる。 

その場合の当該支援経費については、各市町村からの負担金等を収入として充て

ることとし、各市町村の負担金相当額を本補助金の対象として、各市町村から申請 

いただきたい。 

なお、都道府県が事務の実施主体として処理するシステム（生活保護や児童扶養

手当システム）に関する都道府県のシステムの移行計画等の移行経費は、補助対象

経費となる。 

（令和４年10月更新） 

 

 

Ｑ１ 補助対象経費や補助対象外経費は、具体的にどのような経費が該当するか。 

Ａ１ 以下のとおり。 

＜補助対象経費について＞ 

Ａ）調査等準備経費 

各府省が作成する標準仕様書等と現行システムに係る仕様との差異の洗い出し、

業務プロセス・他システムへの影響範囲の特定を行う目的で実施する現行システム

の実態調査、これらを踏まえた標準準拠システムに基づく事務運用等の見直し検討、

システム更新時期等を踏まえた移行計画作成等について、円滑な準備を行うための

外部コンサルタント等の活用に要する経費 

Ｂ）文字の標準化・データ移行等に要する経費 

現行システムで使用している外字と行政事務標準文字との同定作業（文字同定

支援ツールの購入を含む。）、ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外

の環境へのデータ移行作業（データ移行ツールの購入を含む。）、データクレン

ジング（データベースの中から移行後のシステムや運用に影響を与える誤りや重

複を洗い出し、必要に応じてデータを修正すること。）等に要する経費 

Ｃ）環境構築に要する経費 

ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上で提供される標準準

拠システムの稼働環境への接続設定、ガバメントクラウド以外の環境とガバメン

トクラウドとの接続設定、標準準拠システムの利用に必要なパラメータ設定など

必要な初期設定作業等に要する経費 

Ｄ）テスト・研修に要する経費 

標準準拠システムに係る一連のテストや操作研修の実施等に要する経費 

Ｅ）関連システムとの円滑な連携に要する経費 
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標準準拠システムと関連システム（標準準拠システムと業務データのＡＰＩ連

携等を行うものに限る。）との間の連携プログラム等の修正、当該関連システム

がガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上で提供される場合の

稼働環境への接続設定、連携テスト等に要する経費 

Ｆ）契約期間中における既存システムの整理に要する経費 

令和12年度までに標準準拠システムに移行するために必要となる現行システム

に係る契約期間の変更等を行う場合に不可避的に発生する追加的な経費 

（リース残債等） 

 

＜補助対象外経費について＞ 

Ａ）アプリケーション利用料（アプリケーション開発に相当する経費を含む。）や

リース料等の運用経費 

Ｂ）事務運用の見直しに伴うＡＩ・ＲＰＡの導入等に要する経費 

Ｃ）条例・規則等の改正、ＰＩＡ実施に要する経費     

Ｄ）地方公共団体職員に係る人件費（時間外手当を含む。）  

Ｅ）地方公共団体職員に係る旅費 

Ｆ）諸謝金（調査研究等準備経費に含まれるものを除く。） 

Ｇ）一般事務費（通信運搬費、資料等印刷経費等） 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ２ 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書（以下「手順書」という。）

が示されているが、手順書で示された作業手順どおりに進めることが、本補助金の

要件となるのか。 

Ａ２ 手順書については、各地方公共団体が、令和７年度までの標準準拠システムへの

移行を計画的に進めることができるよう、想定される作業手順をお示ししたもので

あり、本補助金の活用に当たっての要件になるものではない。各地方公共団体の移

行スケジュールの検討に際して適宜参照いただきたい。 

なお、手順書で示した作業手順を基礎として、総務省が関係省庁と連携して今後

の自治体の進捗管理を行う。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ３ 事業者が提供するオールインワンパッケージシステム（標準準拠対応）へ移行す

る場合や、補助対象となる業務システムと当該システムの関連システムを一体とし

て移行する場合、対象経費をどのように算出すべきか。 

Ａ３ オールインワンパッケージを導入する場合や、複数の業務システムの整備につい

て一括して調達する場合にも、事務処理要領（１）②で示す補助対象の業務システ

ムに係る対象経費を各システムで按分するなどし、それぞれで算出するようにして

いただきたい。 
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（令和４年10月更新） 

 

Ｑ４ 標準準拠システムの導入にあわせて、業務改革（ＢＰＲ）を実施しようと考えて

いるが、ＢＰＲの実施に係る経費は補助の対象になるか。 

Ａ４ ガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を視野に、令和12年度までの移

行計画を作成するのにあわせて、標準仕様と現行システムに係る仕様との差異を踏ま

えた事務運用の見直しを検討する場合の委託経費等は、本補助金の対象となる。 

ただし、ＢＰＲの実施のためにＡＩやＲＰＡ等を導入する経費等については、本補

助金の対象とならない。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ５ 環境構築に要する経費として想定されている初期設定作業等とは、どのようなも

のを想定しているのか。 

Ａ５ ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上で標準準拠システムを

利用するための稼働環境への接続設定やガバメントクラウド以外の環境とガバメン

トクラウドとの接続設定のほか、標準準拠システムを利用するために必要な運用管

理ユーザや機能等のパラメータ設定、データベース接続環境の設定等に要する経費 

（端末、ネットワーク機器の設定を含む。）を想定している。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ６ 関連システムとの円滑な連携に要する経費の「関連システム」とは何か。 

Ａ６ ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境上に構築することができ

るとされている、標準化対象システムと業務データのＡＰＩ連携等を行うシステム

については、当該システムのガバメントクラウドの活用有無にかかわらず、標準準

拠システムとの円滑な連携に要する経費として本補助金の対象となる。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ７ 契約期間中における既存システムの整理に要する経費の「既存システム」とは何

か。 

Ａ７ 標準化対象事務に係るシステムを指す。 

 

Ｑ８ ガバメントクラウドの活用に当たり、庁内ネットワークの改修が必要と考えてい

るが、その経費は補助の対象となるか。 

Ａ８ ガバメントクラウド接続サービス又は地方公共団体が調達する回線を導入するに

あたり、地方公共団体の庁内ネットワークの改修に要する経費については、接続設

定に関する費用として、補助対象となる。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ９ システムの更改時期が令和８年度以降のケースで、令和７年度までに長期契約を

解約して標準準拠システムへ移行しようとする場合、契約解除に伴う違約金はどこ
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まで補助の対象となるか。 

Ａ９ 現行契約の解約に伴うサーバのリース残債など移行に当たって、不可避的に発生

する経費を対象とし、具体的には、次のとおり。 

・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行に伴い発生する現

行システムに関するサーバのリース残債又は廃棄経費（地方公共団体がサーバを

買い取っている場合） 

・ガバメントクラウドやガバメントクラウド以外の環境への移行によって発生する

現行システムの契約解除に伴う違約金等の追加的経費 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ10 事業者と合意した標準準拠システムへの移行見込み時期より前に現行システムの

更改時期を迎えることが見込まれており、現時点では、これまで同様、複数年に渡

る契約を締結せざるを得ないと考えているが、その結果、次回の更改時期が当該移

行見込み時期を超えたとしても、標準準拠システムへ移行するために当該契約を解

約する場合のリース残債等は、補助の対象となるか。 

Ａ10 現行システムの利用延長を原則とするが、やむを得ず契約更改を行う必要がある

場合においては、①当該契約を移行時に解約する場合の違約金・リース残債と②移

行時までの短期間契約を締結する場合の割高分の費用を比較することが必要である。

比較の結果、安価である方を補助上限額の範囲内において補助対象とする（補助金

の交付申請の際には、安価であることの疎明資料（現行システム単価・複数年契約

時の単価・短期間契約時の単価の比較表など）の提出を求める。）。 

 なお、令和４年12月26日以前に現行システムの更改を迎えたため、これまでと同

様に複数年に渡る契約を締結したものについて、標準準拠システムへの移行時に当

該契約を途中解約する場合の違約金・リース残債は、従前どおり、短期間契約の割

高分の費用と比較することなく対象となる。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ11 事業者による標準準拠システムの提供が始まる前にシステムの更改時期を迎える

ことから、１年間機器等の再リースにより現行契約を延長することとしたが、再リ

ースに要する経費についても補助の対象となるか。 

Ａ11 現行システムに係る再リースに要する経費については、本補助金の対象にはなら

ない。 

 

Ｑ12 ガバメントクラウド先行事業又は早期移行団体検証事業に参加し、①当該事業終

了後引き続き現行システム（非標準準拠システム）をガバメントクラウド上で稼働

させ、②令和７年度に標準準拠システムに移行する予定である。 

この場合、①のアプリケーション利用料やガバメントクラウド利用料、②の移行

経費は補助の対象になるか。 

Ａ12 当該事業終了後から標準準拠システムへの移行までの間ガバメントクラウド上で



11 
 

稼働させる場合、（①）のアプリケーション利用料については地方公共団体におい

て負担し、ガバメントクラウド利用料については、（５．補助対象経費）ＱＡ21に

記載のとおり。 

また、標準準拠システムへの移行（②）に係る経費については本補助金の対象と

なる。 

なお、ガバメントクラウド利用料については、ガバメントクラウドの利用に応じ

て地方公共団体が負担することとしているが、利用料の負担方法については、地方

公共団体が利用に応じて国に支払い、国は、国及び地方公共団体等の利用料を一括

してＣＳＰに支払うこととされている。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ13 事業者による標準準拠システムの提供が始まる前に現行のサーバ等のリース契約

の終期を迎えるため、令和７年度までの標準準拠システムへの移行も担ってもらう

前提で、新たに事業者を選定の上現行システム（非標準準拠システム）の更改を行

い、当該事業者に標準準拠システムへの対応を随意契約でお願いする（いわゆるバ

ージョンアップ）予定である。 

この場合、①現行システムの更改経費及び②標準準拠システムへのバージョンア

ップ対応経費のいずれも補助の対象となるか。 

Ａ13 本補助金の対象となる、ガバメントクラウド上で事業者が提供する標準準拠シス

テムへの移行事業に該当するのは、②のバージョンアップ対応に要する経費のうち

対象経費に該当するものに限られると考えられ、①は本補助金の対象とならない。

ただし、現行システムから標準準拠システムへ直接移行することができず、標準準

拠システムへの移行のために、非標準準拠システムへの経過的に移行することが必

要である場合には、本番稼働前の非標準準拠システムへの移行に要する経費のうち

補助対象経費に該当するものは、例外的に本補助金の対象となる。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ14 事業者による標準準拠システムの提供が始まる前に現行のサーバ等のリース契約

の終期を迎えるため、①まず現行システム（非標準準拠システム）をガバメントク

ラウド上で稼働させた上で、②令和７年度に標準準拠システムに移行する予定であ

る。 

この場合、①の現行システムをガバメントクラウドに移行する経費は補助の対象

となるか。 

Ａ14 原則として、ガバメントクラウド又はガバメントクラウド以外の環境への移行と

標準準拠システムへの移行を同時に行うことを想定していることから、それ以外の

移行パターンについては、例えば、標準準拠システムの提供が始まる前に現行のサ

ーバ等のリースの契約の終期を迎えるため、現行システムの契約更改をせざるを得

ず移行経費が追加的に生じる等、上記原則のとおり移行するとかえって移行経費が

高額になる等の真にやむを得ない場合に限り補助対象とする（補助金の交付申請の
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際には、上記原則以外の移行パターンを選択することが必要な真にやむを得ない理

由の疎明資料（移行パターンに応じた費用比較表など）の提出を求める。）。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ15 20業務のシステムについて複数の事業者と契約しており、システムの更改時期が

異なるため、①順次標準準拠システムを導入したのち、②令和７年度にまとめてガ

バメントクラウドへ移行することを予定している。この場合、当面の間、ガバメン

トクラウドではない環境下で標準準拠システムを利用することとなるが、①の標準

準拠システム導入及び②の令和７年度のガバメントクラウドへの移行それぞれの経

費について、補助の対象となるか。 

Ａ15 令和７年度までのガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を前提とす

る限り、本補助金の対象となりうると考えている。なお、補助金申請の際には、事

業計画書等において、令和７年度までのガバメントクラウド上の標準準拠システム

への移行に向けたプロセスを明確にしていただきたい。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ16 標準化対象の20業務全てを標準化し、一部業務（例えば15業務分）をガバメント

クラウドへ移行し、残りをガバメントクラウド以外の環境に構築する場合、補助対

象となるか。 

Ａ16 ガバメントクラウドの利用を第一に検討すべきであるが、ガバメントクラウドと

比較して、当該ガバメントクラウド以外の環境の方が、性能面や経済合理性等を比

較衡量して総合的に優れていると判断する場合には、標準準拠システムをガバメン

トクラウド以外の環境で導入することを妨げない。ただし、補助金の交付に当たっ

ては、以下の条件をいずれも満たす場合は、ガバメントクラウド以外の環境を活用

した標準準拠システムへの移行に要する経費は補助対象とする。 

①ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表する

とともに、継続的にモニタリングを行うこと 

②当該環境とガバメントクラウドを接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠シス

テム等と、必要なデータを連携させることを可能とすること 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ17 各システムが標準仕様に準拠することについて、誰が、どのように確認するのか。 

Ａ17 標準準拠システムの適合性確認については、標準準拠システムを利用する地方公 

共団体が一義的に責任を有しており、基本方針では、地方公共団体が機能標準化基 

準に適合しているかどうかの確認を効率的に行うことができるよう、事業者は地方

公共団体に提示する標準準拠システムの提案書やマニュアル等において、機能標準

化基準に規定される機能ＩＤごとにどの操作・画面において当該機能が実装されて

いるのかを明示するものとされている。また、制度所管府省は、地方公共団体から

機能標準化基準の適合性の確認において疑義が生じ、照会があった場合には、速や
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かに詳細を把握する等し、検討会の場で議論をする等しながら、解釈を示す等の対

応を行うこととされている。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ18 補助金の交付決定前に着手すること（事前着手）は可能か。 

Ａ18 交付決定前に事業に着手（契約締結）した場合は、補助の対象とならない。なお、

令和７年度以降の当初申請（過年度において交付申請を行っていない場合を除く）

及び変更申請と契約締結の関係については、一連の移行作業が、J-LISへの申請を行

う度に、それぞれ別事業と整理されるものではなく、移行計画に基づいた標準準拠

システムへの移行に係る事業である場合は、いわゆる「交付前着手」にはあたらな

いと考えられる。また、本補助金は年度毎の申請及び交付決定を行っているため、

令和６年度以前に実施した補助事業については対象とならない。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ19 自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書において、ＰＭＯを設置して

の進捗管理の重要性が記載されているが、ＰＭＯ支援を外部委託する経費は補助対

象経費となるか。 

Ａ19 自治体情報システムの標準化・共通化の取組における調査等準備経費に該当する

場合は、補助対象となる。 

（令和４年３月更新） 

 

Ｑ20 標準仕様書と現行システムの仕様との差異の洗い出しやシステム更新時期等を踏

まえた移行計画作成等について、現行システムベンダに委託した場合は補助対象と

なるか。 

Ａ20 現行システムの概要調査については、契約しているシステムの状況を把握するも

のであることから、現行システムベンダへの経費は発生しないものと想定される。

また、移行計画作成等についても、基本的には、現行システムベンダへの委託では

なく、外部コンサルへの委託を想定しているが、様々な契約ケースが考えられるた

め、現行システムベンダと契約した場合でも補助対象となる。ただし、委託内容や

金額については十分精査されたい。 

（令和４年３月更新） 

 

Ｑ21  標準準拠システムへ移行を行う際の、本番稼働前のガバメントクラウド利用料及 

び接続回線使用料について、本補助金の対象となるか。 

Ａ21 ガバメントクラウド利用料及び接続回線使用料について、基本的には、運用経費

に該当するため本補助金の対象にはならない。ただし、当該経費が本番稼働前であ

り、データ移行等のために不可避的に発生する経費であるなど、運用経費と明確に

切り分けられるものとして補助対象経費Ａ～Ｅの経費として該当する場合は対象と

なる。 

なお、移行経費に係るガバメントクラウド利用料及び回線使用料については、以
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６．補助額 

下の内容を踏まえ、運用経費と明確に切り分けること。その際、「令和７年度にお

ける標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドへの移行状況に係る調査」

（令和７年２月18日デ社第81号）で回答された「業務システムの本番稼働が始まる

月」以降は、普通交付税措置の算定対象となっているため、移行経費に含めないこ

と。 

・ 移行作業の開始と本番環境への切替え（本番稼働後は運用経費）のタイミング

についてはシステム単位で判定すること。例えば、あるシステムが本番稼働して

いるにもかかわらず他の全てのシステムが移行完了（本番稼働）するまでの間を

「移行作業」と見立てて、移行経費の対象とするなどの取扱いは不可であり、運

用経費が含まれる懸念がないようにすること。 

・ ガバメントクラウドのアカウントを開設するとガバメントクラウド利用料が発

生するが、移行作業に真に必要なリソースをできる限り必要なタイミングで利用

する、実際の移行作業に要する日数や時間についてできる限り詳細に見積もるな

ど、効率的な移行作業に努めること。例えば、本番環境における繁忙期を想定し、

アカウント開設時から休日等の区分なく継続すると、不必要なガバメントクラウ

ド利用料が発生する懸念があるため、事業者とよく調整すること。 

・ また、回線使用料については、上記の移行経費として認められるガバメントク

ラウド利用料に係るものを、移行経費として補助対象とする。その際は、適切に

月額の回線使用料を按分するなどして算定すること。 

・ 移行経費に含まれるガバメントクラウド利用料と回線使用料については、以上

の通りであるが、他の移行経費と同じく、重回帰分析等を行った上で各地方公共

団体ごとに設定される上限額に含まれるものであり、効率的な執行に努めること。  

（令和７年６月更新） 

 

 

Ｑ１ 交付額はどのように算定されるか。 

Ａ１ 都道府県又は市町村の人口に加え、システムの実態等を踏まえた補助基準額の上

限額を設定し、それと各地方公共団体からの申請額のうち補助対象経費として認め

られる額のいずれか低い方の金額を交付額として算定する。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ２ 補助基準額の上限額とは、単年度当たりか、各年度の合計か。 

Ａ２ 補助基準額の上限額として示しているのは、１地方公共団体当たりの令和12年度

までの補助金の合計の金額である。 

   （令和７年６月更新） 

 

Ｑ３  補助基準額の上限額のほか、事務処理要領（２）②Ａ）～Ｆ）までの項目ごとの

上限額や補助の基準はあるか。 
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７．手続 

Ａ３  項目ごとの上限額や補助の基準は定めていない。補助基準額の上限額の範囲内で、

各地方公共団体において適切に補助金を活用されたい。 

 

Ｑ４ 補助金の適切な活用にあたって、留意すべき事項はあるか。 

Ａ４ 手順書を参照しながら標準化・共通化にあたって必要な手続や機能を精査した上

で、移行完了までの事業計画書を作成・提出していただきたい。また、補助金申請

に係る所要額については、複数ベンダから見積りを徴取する、ベンダの見積り額の

精査にあたって見積金額の妥当性を確認できるよう作業内容、職種、工程、工数、

単価等の積算内訳を明確化する等により、経費の妥当性を判断していただきたい。 

    （令和７年６月更新） 

 

Ｑ５ 今後、補助基準額の上限の算定方法を改正する予定はあるか。 

Ａ５ 政令指定都市を除いて予定していない。 

なお、政令指定都市については、標準仕様書における指定都市要件が整理された 

後、引き続き必要な検討をしていく。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ６ 令和８年度以降に移行する特定移行支援システムに対する補助金はどのように考え

ているのか。 

Ａ６ 基金の年限延長に伴い、令和８年度以降の移行経費についても、上限額の範囲内で

支援を行う。その上で、なお必要となる経費については、今後、効率的な執行を踏

まえつつ、財政措置を含め、総合的に検討を行う。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ７ 「令和４年度末のマイナンバーカードの交付率等を勘案」に関する検討結果如何。 

Ａ７ 都道府県又は市町村の人口に加え、システムの実態等を踏まえた補助基準額の上 

限額を設定することとした。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ８ 現在示されている補助基準額の上限が減額されることはあるのか。 

Ａ８ 減額されることはない。 

（令和４年10月更新） 

 

 

Ｑ１ 複数年にわたって本補助金による支援が受けられるのか。 

Ａ１ 地方公共団体が複数年にわたって計画的に取組を進めることが可能となるよう、

本補助金はＪ－ＬＩＳに基金を造成しており、補助額の合計が地方公共団体ごとに

設定された上限額に達するまでの間、事務処理要領（１）①の対象事業ごとに、必
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要な経費を申請することができる。 

 

Ｑ２ 移行経費について、複数年度にまたがる契約となることが見込まれるが、開始年

度に一括して申請する必要があるか。 

Ａ２ 事業開始年度に一括で申請するのではなく、毎年度、当該年度で必要な経費を申

請する。 

 

Ｑ３ 申請可能期間についての考え方はどのようなものか。 

Ａ３ 交付申請に係るスケジュールについて、これまでは随時申請を受け付けていたが、

新たに申請受付期間を設けることとする。 

令和７年度以降は、多くの地方公共団体において移行作業が本格化するところ、補

助金の交付事務についてもできる限りの効率化を行い、移行作業に注力できる環境を

整備する必要がある。そのため、従来、変更承認申請を随時、複数回受け付けていた

が、いわゆる交付前着手の考え方を明確化した上で、申請受付期間を設け、原則とし

て、各地方公共団体は当該期間中に必要な申請を行うこととした。 

また、上記を踏まえ、申請受付期間中における交付申請は、原則として１回とする

ため、補助対象経費に該当するか否かについては、他のＱＡ等を確認いただくととも

に、疑義がある場合はＰＭＯツールで確認するなど必要な確認等を行った上で、適切

に申請書類等を準備いただきたい。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ４ 交付申請にあたって必要となる添付資料は何か。 

Ａ４ 事業計画、補助事業に要する経費の見積書を添付していただきたい。 

（令和４年10月更新） 

 

Ｑ５ 既に交付決定を受け、２年目以降にも交付申請を行いたい場合には、どのような

ことに留意すればよいか。 

Ａ５ 交付決定を受けた年度においては、実績報告を提出するとともに、交付決定を受

けた年度以降にも交付申請を行う場合には、各年度で交付申請書を提出いただきた

い。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ６ 年度内に事業が完了しない場合、繰り越しは可能か。 

Ａ６ 取扱要領第７条の規定に該当する場合は、変更承認申請を行った上で、当該申請

年度内に事業を完了することが原則である。 

ただし、各団体において、やむを得ない事由により補助事業が予定の期間内に完

了することができないと見込まれる場合は、取扱要領第８条の規定に基づき、補助

事業遅延報告書をＪ－ＬＩＳに提出した後、Ｊ－ＬＩＳが認めた場合に繰越すこと

ができる。 

（令和６年３月更新） 
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Ｑ７ 基金の設置年限までに、標準準拠システムやガバメントクラウドへの移行ができ

なかった場合には補助金の返還は必要か。 

Ａ７ 基金については、特定移行支援システムが存在することを踏まえ、その設置年限が

令和12年度までとされたところであり、移行スケジュールに沿って計画的に取組を

進めていただきたい。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ８ 複数年の委託契約を締結する場合の交付申請の手続はどうしたらよいか。 

Ａ８ 複数年契約を予定している場合は、交付申請の際に、予定している当該複数年分

の事業計画書及び見積書を添付すること。その上で、交付申請額は毎年度、当該年

度に要する経費分のみを申請すること。 

（令和３年10月更新） 

 

Ｑ９ ゼロ債務負担行為による複数年の契約を締結する場合の交付申請の手続きはどう

したらよいか。 

Ａ９  Ａ８と同様である。なお、ゼロ債務負担行為が分かる予算書も添付すること。ま 

た、後年度に計上される経費について、初年度申請時の見積額が交付決定額となる

のではなく、年度ごとの交付申請に基づいて、交付決定額が決まる点に留意された

い。 

（令和６年３月更新） 

 

Ｑ10 令和８年度以降の移行とならざるを得ない特定移行支援システムに係る補助金申

請はどのように行えば良いか。 

Ａ10 特定移行支援システムに係る補助対象経費についても、これまでどおり申請いただ

きたい。 

（令和７年６月更新） 

 

Ｑ11 補助金の上限額を超えているため、交付申請を行わず、契約締結した事業につい

て、補助金の上限額が増額されたことにより、当該事業についての補助金申請は可

能か。 

Ａ11 原則として契約締結後の補助金申請は認められない。 

ただし、令和７年度以降の申請については、既に交付決定額が補助上限額に達し

ていたために、補助金申請を行っていない事業に限り、補助金申請を行うことは可

能である。なお、本補助金は年度毎の申請及び交付決定を行っているため、令和６

年度以前に実施した補助事業については対象とならない。 

（令和７年６月更新） 




